
阿賀野市告示第１２０号  

 阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付要綱を次のように定める。  

  令和３年７月６日  

                    阿賀野市長 田 中 清 善   

 

   阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地域経済の活性化及び地域における雇用機会の創出その

他の地域の活力の再生を図るため、地域再生法（平成１７年法律第２４号）

第５条第１項に規定する地域再生計画に位置付けられた地方創生推進事業

を実施する団体等に対して、予算の範囲内において阿賀野市地方創生推進交

付金事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、阿賀野

市補助金等交付規則（平成１６年規則第５６号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付対象事業（以下「補助対象事業」という。）は、阿賀野

市地方創生推進交付金実施計画（以下「実施計画」という。）に基づいて実

施する事業とする。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、実施計画において事業推進主体とされた団体

等とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象事業の実施に要する経費とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、阿

賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請

書」という。）に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければな

らない。 

(１) 事業計画書 

(２) 収支予算書 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の交付申請をするときは、補助金における消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう
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ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費

税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金

額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請し

なければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らか

でないものについては、この限りでない。 

（交付決定通知） 

第６条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であ

ると認めたときは、補助金の交付を決定し、阿賀野市地方創生推進交付金事

業補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（補助対象事業の変更等） 

第７条 前条の通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、補助

対象事業を変更又は中止しようとするときは、阿賀野市地方創生推進交付金

事業補助金変更申請書（第３号様式。以下「変更申請書」という。）を市長

に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費総額の

２０％を超えない増減及び補助対象経費の区分ごとに配分された額の２

０％を超えない流用増減並びに事業の目的に関係のない事業内容の変更等

の軽微な変更については、この限りでない。 

（変更の決定） 

第８条 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付の内容の変更又は中止を決定し、阿賀野市地方創生推進交付金事業

補助金変更承認・不承認決定通知書（第４号様式）により補助事業者に通知

するものとする。 

（遂行状況報告） 

第９条 補助事業者は、事業の遂行について、市長から要求があった場合は、

速やかに阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金遂行状況報告書（第５号様

式）を市長に提出するものとする。 

 （交付事業の遂行等の命令） 

第１０条 市長は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従

って遂行されていないと認めるときは、補助事業者にその遂行等を命ずるこ

とができる。 

２ 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助対象事業の遂行

の一時停止を命ずることができる。 

（実績報告書） 
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第１１条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して２０日以内又は第６

条の交付決定を受けた日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日まで

に、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金実績報告書（第６号様式。以下

「実績報告書」という。）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出

しなければならない。 

(１) 事業報告書 

 (２) 収支決算書 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 第５条第２項ただし書に該当する補助事業者は、実績報告書を提出するに

あたって、補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、こ

れを補助対象経費から減額して提出しなければならない。 

３ 第５条第２項ただし書に該当する補助事業者は、実績報告書を提出した後

において、消費税及び地方消費税の申告により補助金の消費税等仕入控除税

額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した補助事業者に

ついては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を阿賀野市地方創生推

進交付金事業補助金消費税等仕入控除税額報告書（第７号様式）により速や

かに市長に提出するとともに、これを返還しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適

当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、阿賀野市地方創生推進

交付金事業補助金確定通知書（第８号様式。以下「確定通知書」という。）

により補助事業者に通知するものとする。ただし、確定する補助金の額に１，

０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の支払） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払

うものとする。ただし、必要と認められる場合には、補助金の交付決定後に

概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市地方創生

推進交付金事業補助金請求書（第９号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、補助事業者が補助対象事業の実施にあたり、次の各号のい

ずれかに該当した場合は、交付を決定した補助金の全部若しくは一部を取り

消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるよう命ずる



ことができる。 

(１) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。 

(２) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正な行為

があったとき。 

(３) この要綱の規定に違反したとき。 

（補助金の返還命令） 

第１５条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、阿賀野市地方創生推進交付金事

業補助金返還命令通知書（第１０号様式）により、その超える部分の額に相

当する補助金の返還を命じるものとする。この場合において、補助事業者は、

直ちに当該補助金を返還しなければならない。 

（補助金の経理） 

第１６条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対

象事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（財産の管理） 

第１７条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財

産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後におい

ても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、

その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助対象事業による取得財産等について、阿賀野市地方創

生推進交付金事業補助金取得財産等管理台帳(第１１号様式)を備えて管理

しなければならない。 

 （財産処分の制限） 

第１８条 取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の

ものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けな

ければならない（国が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除

く。）。 

２ 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合

には、その収入の全部又は一部を補助事業者から市に納付させることができ

る。 

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 



この告示は、令和３年７月６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

    年  月  日  

 

 阿賀野市長     様  

 

（申請者） 所 在 地 

事業所名  

代表者名                

 

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付申請書 

 

 阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、関

係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

 

２ 補助事業の開始日及び完了予定年月日 

         年  月  日～    年  月  日 

 

 

３ 補助金交付申請額 

                   円 

 

４ 添付書類 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）その他市長が必要と認める書類



第２号様式（第６条関係） 

  

         第   号 

年  月  日  

 

          様 

 

阿賀野市長            

 

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった阿賀野市地方創生推進交付金

事業補助金については、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付要綱第６

条の規定により、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額            円 

 

２ 交付の条件は、次のとおりとする。  

（１）補助金は、申請の目的以外に使用してはならない。 

（２）取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意

を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運

営を図らなければならない。 

（３）取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上のも

のについては、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の

承認を受けなければならない（国が別に定める財産の処分制限期間を経

過した場合を除く。）。この場合において、取得財産等を処分すること

により収入があると認められる場合には、その収入の全部又は一部を市

に納付させることができる。 

（４）交付条件に違反したとき、不正行為がなされたとき、その他市長が補

助金の交付を不適当と認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又

は交付決定額を減額し、既に交付されたものについては、返還を命ずる

ことができる。 



第３号様式（第７条関係） 

    年  月  日  

 

阿賀野市長     様  

 

（申請者） 所 在 地 

事業所名  

代表者名   

 

 

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金変更申請書 

 

     年  月  日付け  第  号で決定を受けた阿賀野市地方創

生推進交付金事業補助金について、下記のとおり変更したいので、阿賀野市地

方創生推進交付金事業交付要綱第７条の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

１ 変更内容 

  

  

  

２ 変更（中止）の理由 

 

 

 

 



第４号様式（第８条関係） 

第   号 

    年  月  日  

 

          様 

 

阿賀野市長          

  

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金変更承認・不承認決定通知書 

 

     年  月  日申請のあった阿賀野市地方創生推進交付金事業補

助金変更承認申請については、下記のとおり決定したので阿賀野市地方創生推

進交付金事業補助金交付要綱第８条の規定により通知する。 

 

記 

 

１ 決定事項  交付（内容の変更承認・不承認）・中止 

 

 

 

２ 変更内容 

   変更前 

 

 

 

   変更後 



第５号様式（第９条関係）  

    年  月  日  

 

阿賀野市長     様  

 

（申請者） 所 在 地 

事業所名  

代表者名 

 

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金遂行状況報告書 

 

  年  月  日付け  第  号により交付決定された阿賀野市地方

創生推進交付金事業補助金について、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金

交付要綱第９条の規定に基づき、報告します。 

 

記 

 

１ 補助金対象事業に要する費用             

                 円 

 

２ 支出済額                       

                 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）内訳資料その他参考となる資料を添付すること。 

 

 



第６号様式（第１１条関係） 

    年  月  日  

 

阿賀野市長     様  

 

（申請者） 所 在 地 

事業所名  

代表者名 

 

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定を受けた事

業を完了しましたので、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付要綱第１

１条の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。 

 

関係書類  

１ 事業報告書 

  

２ 収支決算書 

 

３ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１１条関係） 

    年  月  日  

 

阿賀野市長     様  

 

（申請者） 所 在 地 

事業所名  

代表者名 

 

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金消費税等仕入控除税額報告書 

 

     年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定を受けた事

業について、阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付要綱第１１条の規定

に基づき、報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の確定額                円 

 

２ 補助金の額の確定時に減額した消費税等仕入控除税額       

       

                         円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税等仕入れ控除税額 

 

                        円 

                                                               

４ 補助金返還相当額（３の金額から２の金額を減じて得た額） 

                                        

                         円 



第８号様式（第１２条関係） 

第   号  

    年  月  日  

 

           様 

 

阿賀野市長           

 

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金確定通知書 

 

     年  月  日付けで提出のあった阿賀野市地方創生推進交付金

事業補助金実績報告書に基づき、補助金の額を下記のとおり確定したので、阿

賀野市地方創生推進交付金事業補助金交付要綱第１２条の規定により通知し

ます。 

 

記 

 

１ 交付決定額               円 

 

２ 交付確定額               円



第９号様式（第１３条関係） 

    年  月  日  

 

阿賀野市長     様  

 

（申請者） 所 在 地 

事業所名  

代表者名 

 

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金請求書 

（概算払・精算払） 

 

     年  月  日付け  第  号で交付の決定の通知を受けた阿

賀野市地方創生推進交付金事業補助金について、阿賀野市地方創生推進交付金

事業補助金交付要綱第１３条の規定により下記のとおり（概算払・精算払）を

受けたいので請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額                    円 

 

２ 請求金額の内訳 

   交付決定額                  円 

   確定額（精算払の場合）            円 

   概算金受領済額（精算払の場合）        円                  

   請求額                    円 

 

３ 振込先    

金融機関名   

支店名   

預金種別  普通・当座  

口座番号   

口座
フ リ

名義
ガ ナ

  



第１０号様式（第１５条関係） 

第   号  

    年  月  日  

 

           様 

 

阿賀野市長           

 

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金返還命令通知書 

 

     年  月  日付け  第  号により交付決定した阿賀野市地

方創生推進交付金事業補助金に係る交付額について、阿賀野市地方創生推進交

付金事業補助金交付要綱第１５条の規定により金    円の返還を命じま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式（第１７条関係）  

 

 

阿賀野市地方創生推進交付金事業補助金取得財産等管理台帳  

   

財産の  

区分  
財産名  数量  単価  金額  

取得  

年月日  

処分制限  

期間  

保管  

場所  
備考  

         

 

注１ 対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が阿賀野市地

方創生推進交付金事業補助金交付要綱第１８条に規定する処分制限額

以上の財産とする。  

注２ 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が

異なる場合は、分割して記載すること。  

注３ 取得年月日は、検収年月日を記載すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


